
諮問第 １ 号 

 

   児童手当の不正受給に係る徴収金の督促に関する処分に係る審査請求に

ついて 

 

 児童手当の不正受給に係る徴収金の督促に関する処分について、次のとおり

審査請求があったので、地方自治法第２３１条の３第７項の規定により諮問す

る。 

 

            平成２８年１１月２８日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 審査請求人 

  ＊ ＊ ＊ ＊ 

２ 審査請求の年月日 

  平成２７年１２月１１日 

３ 審査請求の趣旨 

  上下水道事業管理者による次の督促に関する処分（以下「本件処分」とい

う。）を取り消し、又は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊事件（以下「本件訴訟」という。）の判決が確定するまで本

件処分の保留等をするとの裁決を求める。 

督促状発行日  平成２７年１１月１９日 

金    額  １２０，０００円 

納 入 事 由  平成２６年２月分から同年９月分までの児童手当の不正 

受給に係る徴収金 



４ 審査請求の理由 

⑴ 審査請求人は、児童手当の不正受給を一切行っていない。 

⑵ 審査請求人は、児童手当の不正受給等を理由とする懲戒免職処分の取消

し等を求めて本件訴訟を提起しており、この判決の確定によって本件処分

の正当性の有無が判明するから、それまでは本件処分の保留等をすべきで

ある。 



４ 審査請求の理由 

⑴ 審査請求人は、児童手当の不正受給を一切行っていない。 

⑵ 審査請求人は、児童手当の不正受給等を理由とする懲戒免職処分の取消

し等を求めて本件訴訟を提起しており、この判決の確定によって本件処分

の正当性の有無が判明するから、それまでは本件処分の保留等をすべきで

ある。 

参考資料 

 

   事 件 の 概 要 

 

１ 平成２５年９月６日、審査請求人とその同居する女性との間に子が出生し

た。 

２ 平成２５年９月１８日、審査請求人は、児童手当の受給に係る請求を行い、

同年１１月２７日、同請求が認定された。 

３ 平成２６年１月、当該女性と当該子が本市から転出し、審査請求人と別居

した。 

４ 平成２６年４月、審査請求人は、当該子が同年３月２４日に本市に転入し

たとする虚偽の内容が記載された住民票の写しを提出し、自らが養育してい

る旨の虚偽の申立てをすることにより、同年２月分から同年９月分までの児

童手当を不正に受給した。 

５ 平成２７年９月２日、本市は、審査請求人に対し、児童手当の支給事由消

滅に係る処分及び懲戒免職処分を行った。 

６ 平成２７年９月２９日、本市は、審査請求人に対し、平成２６年２月分か

ら同年９月分までの児童手当の不正受給額に相当する額である１２０，００

０円の返還を請求した。 

７ 平成２７年９月３０日、審査請求人は、懲戒免職処分の取消しを求めて、

訴え（＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事

件。以下「本件訴訟」という。）を提起した。 

８ 平成２７年１１月１９日、本市は、審査請求人に対し、児童手当の不正受

給に係る徴収金の督促に関する処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

９ 本事件は、児童手当の不正受給等を理由とする懲戒免職処分の取消し等を



求めた本件訴訟が係属中であり、本件処分の正当性が判断されていないとし

て、本件処分の保留等を求めるため、審査請求がなされたものである。 


